
令和７年度採用愛知県陶磁美術館陶芸指導事務員の募集について 

 

令和７年度採用愛知県陶磁美術館陶芸指導事務員の募集について、以下のとおり

行います。 

 

１ 勤務場所 

  愛知県陶磁美術館 陶芸館 

※  陶磁美術館は改修工事のため令和７年３月 31 日まで休館。なお、陶芸館は

令和６年 11 月１日から先行して開館中。 

 

２ 採用予定人員 

  ３人 

 

３ 業務内容 

  陶芸館の運営・企画に関する事務、作陶・絵付けの指導、素焼き、施釉、本焼

成、作品の管理など 

 

４ 応募の資格等 

（１）大学、短大、窯業高校（専攻科）、窯業高等専門学校等の陶芸専門課程を卒業

（令和７年３月 31 日までに卒業する見込みの人を含む。）し、ガス窯・電気窯

の焼成経験があり、陶芸指導のできる人。 

（２）令和７年４月１日から勤務可能であること。（年齢は問いません。） 

注 1) 採用後は、地方公務員法に基づく一般職の地方公務員となり、政治的行為の制限や

信用失墜にたるような兼業が禁止される等の制限がありますので、申込みの際は御留

意ください。 

注 2) 日本国籍を有しない人も応募できますが、就職が制限される在留資格の場合には採

用されません。 

（３）次のいずれかに該当する人は応募できません。 

  ①地方公務員法第 16 条に規定する欠格条項に該当する人（以下はその内容） 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの人 

・愛知県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな

い人 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに

加入した人 

②その他 

・平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産宣告を受けている人（心神

耗弱を原因とするもの以外） 

 

５ 任用条件 

  会計年度任用の職として任用される一般職非常勤職員となります。 



（１）任用期間 

令和７年４月１日から令和８年３月 31 日まで（更新なし） 

（２）勤務時間(令和６年４月１日現在) 

４週間につき１週間あたり 29 時間となります。 

（３）勤務形態 

   土曜日、日曜日及び祝日を含めたローテーション勤務（週４日勤務）で、週

休日は４週 12 休の中で指定された日となります。 

（４）報酬等(令和６年４月１日現在) 

月額 152,500 円から 207,500 円の範囲で、学歴・職歴の期間等に応じて決定

されます。 

また、期末・勤勉手当及び通勤費相当額が所定の基準に従い支給されます。 

（５）社会保険 

原則として雇用保険法及び厚生年金保険法の被保険者並びに地方公務員等

共済組合法（年金を除く）の組合員となります。 

 

６ 受験手続 

（１）申込先 

〒489-0965 愛知県瀬戸市南山口町 234 番地 

愛知県陶磁美術館 総務課総務グループ（本館３階） 

（２）申込方法 

封筒に｢令和７年度愛知県陶磁美術館陶芸指導事務員受験申込｣と朱書きし

て、下記の必要書類を記入のうえ郵送してください。（現在閉館中のため持参は

ご遠慮ください） 

応募の締め切りは、令和７年１月 15 日（水）〔消印有効〕とします。 

ア 市販の履歴書（Ａ３版二つ折り。氏名、生年月日、現住所、連絡先、学歴・

職歴、免許・資格の記載欄があるものに限る。） 

免許・資格欄に、ガス窯・電気窯の焼成経験歴を必ず明記すること。 

なお、写真（縦 4.0ｃｍ×横 3.0ｃｍ：カラー）のないものは、受付できま

せん。 

イ 作文 

これまでの経験を踏まえ、当館を志望する理由を 800 字程度でまとめたも

のを提出してください。（A4 横書き、最後に文字数も記載すること） 

ウ ハローワークの紹介状 

エ 別紙「欠格条項確認票」 

採用後は地方公務員法上に基づく一般職の地方公務員となるため、地方公

務員法第 16 条に規定する欠格条項等に該当する方は採用できません。受験

申込に際しては、別紙「欠格条項確認票」をあわせて提出してください。      

（３）受付期間 

   令和７年１月６日（月）から令和７年１月１５日（水）[消印有効] 



   ※現在、当館は休館中のため、郵送のみ受付。 

（４）受験票の交付 

郵送により受験票を発送します。なお、１次試験時の入館方法は受験票送付

時にお知らせします。 

※受験票は、１月 22 日(水)頃までには発送予定です。 

（５）その他 

応募書類の返送は行いません。当館の責任にて廃棄しますので、御承知おき

ください。 

 

７ 募集の広報等について 

愛知県陶磁美術館 WEB ページ（https://www.pref.aichi.jp/touji）に掲載する

ほか、県内のハローワークでも求人を行います。 

 

８ 選考試験 

（１）第１次試験日（実技試験） 

令和７年２月３日（月）午前 10 時から 

（２）第２次試験日（面接試験） 

令和７年２月１７日（月）午後１時 30 分から 

   試験日程の詳細については、第１次試験合格発表の際、合格者に通知します。 

（３）試験会場 

愛知県陶磁美術館（瀬戸市南山口町 234 番地） 

 

９ 選考方法 

（１）実技試験 

   作陶の実技試験を行います。粘土を用い、いくつかの課題をこなしながら１

つの作品を仕上げます。なお、作成過程の評価も加えます。 

（２）面接試験 

人物についての面接試験を行います。 

 

10 合格発表 

（１）第１次試験の結果発表 

令和７年２月７日（金） 

合格者に郵便で通知します。 

（２）第２次試験の結果発表 

令和７年２月１９日（水） 

第２次試験受験者全員に郵便で通知します。 

   ※ 第１次、第２次試験ともに、合格発表日の午前 10 時頃から愛知県陶磁

美術館 WEB ページ https://www.pref.aichi.jp/touji でも合格者の受験番

号を掲示します。 

https://www.pref.aichi.jp/touji
https://www.pref.aichi.jp/touji


11 採用 

  合格発表後に、最終意向確認を経て採用者を決定します。 

  欠員が生じた場合は、補欠合格者の成績上位者から採用します。 

  また、採用者については、後日、健康診断を受診していただきます。 

 

12 その他 

・  試験に関し、記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明し

た場合は、合格を取り消します。 

・ 愛知県では、「愛知県文化施設活性化基本計画」に基づく、愛知県美術館及び愛

知県陶磁美術館の運営方法の検討の結果、地方独立行政法人制度を２館一体運営

により導入することとし、令和８年４月からの運営を目指し、必要な手続きを進

めています。 

 

13 問合せ先 

愛知県陶磁美術館総務課 総務グループ 

電話 0561‐84‐7474（内線 337） 

＜新型コロナウイルス感染症に関する受験時の留意事項＞ 

〇体調不良の場合 

・新型コロナウイルス感染症に感染し、発症後５日を経過し、かつ、症状軽快から 24 時間

経過するまでは、受験を控えていただきますようお願いします。 

  ※欠席者向けの再試験は実施しませんので、受験するかどうかの最終判断は、受験される方の判断

に委ねますが、発症後５日間は他者に感染させるリスクが高いことなどを十分考慮していただい

た上で、最終的な判断をお願いします。 

・試験当日、試験会場で、体調が優れない場合は、直ちに係員へお申し出ください。 

〇マスクの着用 

・受験される方の判断に委ねます。 

※発症後、10 日間を経過するまでは、不織布マスクを着用するなど、周りの方への配慮をお願いし

ます。また、咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットをお

願いします。 

〇その他 

・試験中は、適宜、窓や扉を開放するなど換気を行います。体温調節のしやすい服装で受験

してください。 

・建物入口にアルコール消毒液を設置します。適宜、手洗いするなど感染対策に御協力をお

願いします。 

・試験会場となる部屋以外には立ち入らないようお願いします。 



（別紙） 

 

◆ 愛知県陶磁美術館案内図        

 

 

〔交 通〕 

 ○リニモ陶磁資料館南駅から徒歩 600ｍ（所要時間約 10 分） 

 ○自家用車利用、東名高速道路「日進 JCT」経由、名古屋瀬戸道路「長久手 I.C.」から瀬戸

方面に約 5ｋｍ 

  東名高速・名二環「名古屋 I.C.」から瀬戸・豊田・足助方面に約 10ｋｍ 

  東海環状自動車道「せと赤津 I.C.」から長久手方面に約 7ｋｍ 

  

 

  



（別 紙） 

 

欠 格 条 項 確 認 票 

 

一般職の職員として採用するにあたり、欠格事項への該当の有無について確認する

必要があります。つきましては、自己申告により必要事項の記入をお願いします。 

 

 

以下に該当しない場合は、□にレ印を必ず記入してください。 

 

（1）地方公務員法第16 条に規定する欠格条項 

□ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの人 

□ 愛知県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

□ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

（2）その他 

□ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産宣告を受けている人（心神耗弱を原因

とするもの以外） 

令和   年   月   日 

 

 氏名              


